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１１，１００円 ４０，８００円

要介護３ ２７，８８３円 ２４，６００円 ４０，８００円 ９３，２８３円
３０，１８０円 ９５，５８０円

要介護１ ２３，１８８円 ８８，５８８円
要介護２ ２５，４８５円 ９０，８８５円

　　　　特別養護老人ホーム　はる　利用料金表

　※個室入所の方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(概ね　月額：３０日、1割負担の場合)

介護度
ｻｰﾋﾞｽ利用の
自己負担額

居住費 食費 合計金額（月額）

２３，１８８円
２５，４８５円

４８，７８０円
２７，８８３円
３０，１８０円

要介護２ ４４，０８５円
要介護３ ４６，４８３円

４１，７８８円

要介護５ ５１，０４３円３２，４４３円
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２３，１８８円 ４７，４８８円
要介護２ ２５，４８５円
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４９，７８５円
要介護３ ２７，８８３円 １２，６００円 １１，７００円 ５２，１８３円
要介護４ ３０，１８０円 ５４，４８０円
要介護５ ３２，４４３円 ５６，７４３円
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要介護１ ２３，１８８円 ６７，２８８円
要介護２ ２５，４８５円 ６９，５８５円
要介護３ ２７，８８３円 ２４，６００円 １９，５００円 ７１，９８３円
要介護４ ７４，２８０円３０，１８０円
要介護５ ７６，５４３円３２，４４３円

１０７，６６８円
要介護２ ２５，４８５円 １０９，９６５円
要介護３ ２７，８８３円 ４１，１３０円 ４３,３５０円 １１２，３６３円
要介護４ ３０，１８０円 １１４，６６０円
要介護５ ３２，４４３円 １１６，９２３円

　※多床室（２人部屋）入所の方
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要介護１ ２３，１８８円

介護度
ｻｰﾋﾞｽ利用の
自己負担額

居住費 食費 合計金額（月額）
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要介護１ ２３，１８８円 ３２，１８８円
要介護２ ２５，４８５円 ３４，４８５円
要介護３ ２７，８８３円 ０円 ９，０００円 ３６，８８３円
要介護４ ３０，１８０円 ３９，１８０円
要介護５ ３２，４４３円 ４１，４４３円
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２
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要介護１ ２３，１８８円 ４５，９８８円
要介護２ ２５，４８５円 ４８，２８５円
要介護３ ２７，８８３円 １１，１００円 １１，７００円 ５０，６８３円
要介護４ ３０，１８０円 ５２，９８０円
要介護５ ３２，４４３円 ５５，２４３円

第
３
段
階
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要介護１ ２３，１８８円 ５３，７８８円
要介護２ ２５，４８５円 ５６，０８５円

５８，４８３円
要介護４ ３０，１８０円 ６０，７８０円

２３，１８８円

２３，１８８円

６３，０４３円

要介護３ ２７，８８３円 １１，１００円 １９，５００円

要介護２ ２５，４８５円

要介護５ ３２，４４３円
要介護１ ７５，０８８円

９８，１８８円
要介護２ ２５，４８５円

７９，７８３円

３２，４４３円 ８４，３４３円

１００，４８５円
要介護３ ２７，８８３円 ３１，６５０円 ４３，３５０円 １０２，８８３円
要介護４ ３０，１８０円 １０５，１８０円
要介護５ ３２，４４３円 １０７，４４３円

要介護１

９，６００円 ９，０００円
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４
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階



.
※その他の費用

　　　　　　◎預かり金管理費　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円/月

　　　　　　◎行事の際は、内容によって実費をいただく場合があります。
　　　　　　◎おむつ代は、介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。

※非課税世帯で、特に生計が困難な方につきましては、社会福祉法人減免制度があります

☆社会福祉法人減免制度について　
（１）対象者

　①年間収入が単身世帯で１５０万円、世帯員が１人増えるごとに５０万円を加算した額

（２）減額割合
　　 　　減額割合は１／４（利用者負担第１段階の方は１／２）を原則とする

（３）対象となる費用
　　サービス利用の自己負担額（１割）、食費、居住費
　　※テレビ・冷蔵庫代は対象外。

※「サービス利用の自己負担額」には、２．７％の介護職員処遇改善加算を含みます。

　　　　　　◎テレビ・冷蔵庫使用料　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100円/日

※「サービス利用の自己負担額」には、８．３％の介護職員処遇改善加算を含みます

☆「サービス利用の自己負担」が限度額を超えた場合、「高額介護サービス費」として超えた
　　分の払い戻しを受けることができます。その手続きを簡略化するため、施設で代理受領

　となります。利用料金額は、『１割』での表記となっています。

※療養食加算　6単位/食（1割負担の場合
医師の発行する食事せんに基づいて、糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵
臓病食、脂質異常症食、痛風食等を提供した場合。

　　世帯の状況、利用料負担を総合的に勘案し、特に生計が困難な方として市町村が

　　　　　　◎その他費用(ワセリン・医療処置にかかる物品など)は実費を頂くことになります。

　⑤介護保険料を滞納していないこと

　　認めた方（生活保護受給者及び旧措置者として負担軽減を受けている方を除く）

　　以下であること
　②預貯金等の額が単身世帯で３５０万円、世帯員が1人増えるごとに１００万円を加算
　　した額以下であること

※「サービス利用の自己負担額」には、1．６％の介護職員等ベースアップ等支援加算を含みます。

　　

　※「サービス利用の自己負担額」には、個別機能訓練加算Ⅰ（12単位／日）.Ⅱ（20単位/月）　看護体制加算Ⅰ2（4単位/日）.Ⅱ2（8単位
/日）　科学的介護推進体制加算Ⅱ（50単位/月）　日常生活継続支援加算（36単位/日） 日常自立支援促進加算（300単位/月）　経口維
持加算Ⅰ（400単位/月）Ⅱ（100単位/月）　夜勤職員配置加算Ⅰ2（13単位/日）　栄養マネジメント強化加算（11単位/日）　褥瘡マネジメン

ト加算Ⅱ（13単位/月）　入所時の初回は褥瘡マネジメント加算Ⅰ（3単位/月）が含まれます。

　③日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
　④負担能力のある親族等に扶養されていないこと

　　（最初から高額介護サービス費適用額のみをお支払いいただく方法）の手続きを行うことができます。

※介護保険負担割合証で『２割』『3割』の方は、「サービス利用の自己負担」が『２割』『3割』

　　ので、ご相談下さい。

　　市町村民税世帯非課税者であって、次の要件を満たす方のうち、その方の収入や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


